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Ⅰ　は じ め に

　わが国では，経済・社会のグローバル化，少子・
高齢化に対応するため，外国人高度人材受入れや，
外国人技能実習制度の適正化及び拡充など，外国
人労働者に関する政策のあり方が昨今活発に議論
されるに至っている 1）。そこでは，新たな受入れ
政策が議論の中心であり，受入れ後の社会統合の
一環として外国人労働者等の生活保障をどのよう
に設計していくか，という議論は，これまで十分
になされてこなかった。
　そこで本稿では，わが国での労災補償制度 2）

及び失業給付制度を中心とした生活保障面での外
国人労働者の社会統合策を検討してゆくための基

礎研究として，アメリカ合衆国における労災補償
及び失業保険の法制度の内容と運用状況を明らか
にして，その特色を明らかにするとともに，わが
国の制度への示唆を探ることを試みたい。

Ⅱ　アメリカ合衆国における外国人労働
法制

1　移民法の法規制─就労要件

　アメリカ移民法の基本法は，1952 年移民及び
国籍法（Immigration�and�Nationality�Act�of�1952）
である。同法は，外国人のカテゴリーを，永住を
予定する「移民」（immigrant）と永住を予定しな
い 一 時 的 滞 在 を 目 的 と す る「 非 移 民 」（non-
immigrant）とに大別したうえで，ビザ制度によっ
て就労の可否を決するしくみを採用している。同
法には，非移民に該当しない外国人は移民とみな
すとの規定 3）があることから，不法入国など移
民法に違反して滞在するいわゆる不法滞在外国人
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も，移民法のもとでは，移民として扱われる（以
下，本稿では，不法滞在外国人を「不法移民」という。
また，不法移民の労働者を「不法就労者」といい，
これに対し，移民法上の適法な就労資格を有する移
民（合法永住者）及び非移民を併せて「合法就労者」
という）。
　なお，従来移民法においては，不法移民を匿う
ことは禁止されていたが，雇用それ自体を禁ずる
規定はなかったため，不法移民の増加が社会問題
となるなか，1986 年移民改正管理法（Immigration�
Reform�and�Control�Act�of�1986:� IRCA）は，一定
範囲の不法移民を合法化する一方で，雇用主に対
し，不法移民と知りつつ雇用することを禁止する
とともに，被用者の就労資格を一定の書類で確認
することを義務付けた 4）。

2　労働法の適用─連邦法

　アメリカ合衆国の労働法には連邦法と州法があ
り，労使関係，最低労働条件の規制，及び雇用差
別については連邦法が大きな役割を果たしている
が，合法就労者に対してこれらの適用があること
には，とくに問題はない 5）。そのため，問題にな
るのは，不法就労者の労働法上の法的地位である
ので，本節では以下これをみていく。なお，社会
保障法については，連邦法の規制もあるが，とく
に，労災補償法及び失業保険法分野では，後述の
ように州法による規律が中心となっている。
　（1）全国労働関係法（NLRA）
　まず，労使関係法の分野では，合衆国最高裁は，
IRCA の施行以前の Sure-Tan,� Inc.�v.�NLRB6）に
おいて，不法就労者への全国労働関係法（National�
Labor�Relations�Act:�NLRA）の適用を認めていた。
し か し， 次 に 述 べ る と お り，Hoffman�Plastic�
Compounds,� Inc.�v.�NLRB7）（略して「Hoffman 判
決」という）において，合衆国最高裁は，不法就
労者に NLRA の適用を認めつつも，IRCA の施
行によって，移民法政策の観点から同法上の救済
内容には制約が生じるとの立場を明らかにした。

【1】Hoffman�Plastic�Compounds,�Inc.�v.�NLRB
　本件では，雇用主が労働組合を支持した被用者
4 名を解雇したため，NLRB（全国労働関係局）が，
復職及びバックペイを命じたところ，命令遵守手

続の過程において，そのうちの 1 人（Castro）が，
不法就労者であることが発覚した。NLRB は，同
人に対する復職の救済を取り消す一方で，雇用主
が同人を不法就労者であると知った日までのバッ
クペイの支払いを命じた。これに対し，雇用主は，
IRCA 施行後は不法就労者の雇用は禁止されてい
るため，本件バックペイの命令も違法であるとし
て，訴えを提起した。
　合衆国最高裁は，NLRA 執行にあたっての
NLRB の裁量は，同法以外の連邦の法や政策を侵
害するおそれのある場合は制約を受けるとしたう
えで，IRCA は外国人が合衆国で就労するために
虚偽文書を使用することを禁じており，NLRB が
Castro にバックペイの救済を与えることは，
IRCA の政策に反し，NLRB の権限を越えるもの
として違法であると判断した。
　（2）公正労働基準法（FLSA）
　上記 Hoffman 判決により，他の連邦労働法の
もとでの救済を不法就労者に認めうるかが問題と
なった。
　そこで，まず，時間外割増賃金の支払等を規律
する公正労働基準法（Fair�Labor�Standards�Act:�
FLSA）のもとでの救済についてみると，たとえ
ば，Flores�v.�Albertsons,� Inc.8）では，不法就労
者である原告が割増賃金の支払いを請求した事案
において，連邦地裁は，本件では，原告は履行済
みの労働に対する未払賃金を求めたものであり，
Hoffman 判決の事案のように履行されていない労
働についてのバックペイを求めたものではないこ
とから，不法就労者への支払いが IRCA に違反
するとはいえないとして，原告の移民資格が明ら
かになる納税証明書等の書証提出を求めた被告の
申立を却下した。
　以上のとおり，本判決は，救済の内容に着目し，
FLSA に基づく履行済みの労働に対する救済には
Hoffman 判決の射程が及ばないと判断した点に特
徴がある。
　（3）1964 年公民権法第 7 編
　次に，雇用差別を禁止する 1964 年公民権法第
7 編（Title�VII�of�the�Civil�Rights�Act�of�1964.�以下，

「第 7 編」という）については，たとえば，Escobar�
v.�Spartan�Security�Service9）では，不法就労者
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であった原告が，同人の解雇等が第 7 編に違反す
るとして雇用主を訴えた事案において，解雇後訴
えの提起までの間に合法的に就労する資格を得て
いたところ，連邦地裁は，Hoffman 判決に依拠し，
バックペイの救済を与えることはできないとしつ
つも，同判決は不法就労者へのすべての救済を否
定してはいないとして，本件では不法就労者がの
ちに合法化していたことから，復職等の救済の否
定を求める被告の主張を排斥した。
　本判決は，第 7 編のもとでのバックペイ以外の
救済可能性を認め，Hoffman 判決の射程を，事案
や救済の内容に応じて限定的に解したものといえ
る。
　（4）小括
　以上のとおり，合衆国最高裁の判断が待たれる
ものの，連邦の下級審裁判例には，不法就労者に
対する NLRA に基づくバックペイの救済を否定
した Hoffman 判決を意識しつつも，FLSA や第 7
編のもとでの救済をめぐって，NLRA の救済と
の内容の違い等に着目し，Hoffman 判決の射程を
限定的に解釈しようとする傾向が目立ってきてい
る。

Ⅲ　労災補償・失業保険と外国人労働者

1　労災補償法

　アメリカ合衆国の労災補償法制は，連邦公務員
などについては連邦法で規律しているものの 10），
多くは州法によって定められている。各州の労災
補償法（各州の制定法の名称はさまざまであるが，
本稿では「労災補償法」という）で，おおむね共通
するのは，①医療給付（medical�benefits），②労
働不能給付（disability�benefits）（稼働能力の喪失
が， 一 時 的（temporary） な も の か， 永 続 的

（permanently）なものか，また，一部（partial）
不能か，完全（total）不能かで分けられて支給さ
れる金銭給付であり，逸失賃金（lost�wages）を
も と に 算 定 さ れ る ）， ③ 職 業 リ ハ ビ リ 給 付

（vocational�rehabilitation�benefits），④被災者が死
亡した場合の一定の遺族に対する死亡給付（遺族
給付及び葬祭料）を，雇用主の加入による保険制

度で実施しているということである。ほとんどの
州で雇用主の加入を義務付けており，保険制度自
体は，州の保険制度によるもの，民間の保険会社
によるもの，これらを選択できるものなど，州に
よって異なるものの，補償の可否の認定は州の行
政機関によって行われ，これに対する上部機関に
よる再審査や司法審査を認めるのが通例である。
　（1）合法就労者
　合法就労者に対し，州の労災補償法が適用にな
ることに特段の問題はないものとみられる。とく
に，合法移民（「合法永住者」ということがある）
については，合衆国憲法に基づき合衆国市民との
平等取扱いが要請される 11）（ただし，居住を要件
とする州とそうでない州とがある 12））。各州の労災
補償法は，適用対象となる「被用者」（employee）
の定義において，外国人を含むと明文で規定して
いることが多く，また，そのような明文がなくと
も，明文で除外していない限り，外国人も被用者
に含まれると解されている。明文で外国人一般を
除外している州法はなく，少なくとも合法就労者
は被用者に含まれることに異論は見当たらない。
　（2）不法就労者
　したがって，労災補償法の適用が問題となるの
は主に不法就労者であり，この点について，州制
定法及び Hoffman 判決以降の裁判例を中心にみ
ていくこととする。
　制定法では，多くの州は不法就労者への適用を
認めているものの，一部の州は明文で適用を除外
している。他方，裁判例では，まず，州の労災補
償法が明文で不法就労者を排除していない場合，
不法就労者に適用しうるかをめぐって，不法就労
者の雇用を禁ずる上記 IRCA（連邦法）によって
州法である労災補償法が先占（適用排除）される
か否かが問題となっている。次に，Hoffman 判決
の射程とも関連して，労災補償法の適用があると
しても，労災補償の給付内容に制限が加えられる
か，また，労働不能給付等に関連して，その基礎
となる逸失賃金の算定にあたって，不法就労者で
あることをとくに考慮すべきかが問題となる 13）。
この点については州によって立場が分かれてお
り，以下，これらを順にみていく。

論　文　アメリカ合衆国における外国人労働者の生活保障
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①　適用を肯定する州
a．州制定法
　各州の制定法をみると，労災補償の対象となる
被用者の定義において，「合法，違法の雇用を問
わず」外国人を含む旨の明文規定を置くものが少
なからず存在する（たとえば，コロラド州）。この
ような規定のもとでは，不法就労者にも州の労災
補償法が適用になる 14）。
　また，対象となる被用者の定義に，外国人を含
むことは明記しつつ，適法な雇用かどうかについ
て言及していない規定をもつ州がある（たとえ
ば，テキサス州）。このような規定のもとでは，不
法就労者を明文で除外していないとして，不法就
労者にも労災補償法が適用されるとの解釈が導か
れている 15）。さらに，そもそも，外国人を含む
かどうかを明記していない規定をもつ州がある。
その場合は，法律中の他の条文と組み合わせて不
法就労者への適用があるとの解釈がなされること
がある 16）。
　なお，バージニア州では，州最高裁は，IRCA
が不法就労者の雇用を禁止していることから，不
法就労者は州労災補償法上の被用者に該当しえ
ず，同法は適用されないと判断したが 17），州議
会は，同判決を覆すため，2000 年に同法を改正
して，被用者の定義に外国人を含めたうえで，「合
法にまたは違法に雇用されたかに関わらず」

（whether� lawfully�or�unlawfully�employed）との文
言を追加し 18），不法就労者にも同法の適用を認
めうる規定に改めた。
b．裁判例
　不法就労者に州法を適用しうるかどうかについ
て，上記のとおり IRCA による先占の有無が問
題となるが，判例上先占を否定する州が多い。代
表的な裁判例として，ミネソタ州の以下の判決が
ある（その他，フロリダ州，ジョージア州，メリー
ランド州，サウスカロライナ州，コロンビア特別区
などでも先占を否定している 19））。

【1】Correa�v.�Waymouth�Farms,� Inc.20）（ミネソ
タ州）
　本件では，原告が，作業中に負傷して労災補償
を受けていたが，移民当局からの指摘を受けて，
雇用主が同人に就労資格を証明する書類の提出を

求めたところ，同人が書類を提出しなかったため，
雇用主はこれを理由に同人を解雇した。雇用主は，
同人は不法就労者であるので，州の労災補償法に
基づく一時的完全労働不能給付の受給に必要とさ
れる積極的な求職活動（diligent� job�search）を適
法になしえないとして，解雇後の労災補償の打切
りを求めて訴えを提起した。
　ミネソタ州最高裁は，まず，州労災補償法は，
逸失賃金の補償を基本とし，同給付がその主要部
分であると指摘したうえで，IRCA は労災補償給
付一般または積極的な求職活動を条件とする一時
的完全労働不能給付を明文では否定しておらず，
また，IRCA は，主に雇用主が不法就労者を雇用
することを禁止しており，就労資格を証明しよう
として虚偽文書を提示することを除いて，不法移
民が合衆国内で仕事を探すこと自体を禁止しては
いないと判示した。
　次に，裁判所は，不法就労者に対する既存の法
及び連邦及び州の労働関係機関の救済権限を制約
するものではない旨が示された IRCA の立法史
を引用して 21），IRCA は，州が不法就労者に労災
補償を与える権限を否定してはいないと判断し
た。
　以上の IRCA による先占の問題とは別に，裁
判例では，後述するように，失業保険法上，不法
就労者が適用除外とされていることから，同法の
解釈が労災補償法の解釈に影響を及ぼしうるかが
争われることがある。Hoffman 判決以前のもので
あるが，労災補償と失業保険を区別して，労災補
償法の適用を認めた以下の裁判例がある。

【2】Mendoza�v.�Monmouth�Recycling�Corp.22）

（ニュージャージー州）
　裁判所は，同州の失業保険法は，明文の規定で
合法的に就労できる外国人に限り給付の適格性を
認めているが，失業保険は，意に添わず一時的に
就労できなくなった労働者が就労できるようにな
るまでの救済であるので，将来の就労を適法にな
しえない不法就労者は適格性を欠いているのに対
し，労災補償は，コモンロー上の救済（損害賠償）
の代替として，すでに被った労働災害に対する補
償をするものであり，しかも，労働災害は不法就
労者であるという地位のゆえに生じたものではな
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いとして，不法就労者に労災補償法の適用がある
と判断した 23）。
②　適用を全面否定する州
　州制定法には，少数であるが，不法就労者を適
用除外する規定を有するものがある。
　まず，ワイオミング州の労災補償法は，対象と
なる被用者の定義において，被用者に含まれる外
国人は，移民当局によって合衆国での就労が認め
られ，適法に雇用された者であることを明記して
いる 24）。そこで，Felix�v.�State�ex�rel.�Wyoming�
Workers’�Safety�&�Compensation�Division25） に
おいて，州最高裁は，不法就労者に同法の適用は
ないと判断した。
　また，アイダホ州の労災補償法は，外国人が，
労務の提供時に合法永住者か，労務の提供を目的
に適法に滞在する外国人か，労務の提供時に「法
のもとで永続的滞在を認められる者」のいずれか
でない場合は，給付を与えてはならない，との規
定を置いている 26）。
③　限定的に適用する州
　次に，原則として適用を認めつつも，不法就労
者に関して労災補償給付の内容によっては制約を
加えるものとして，以下の州制定法及び裁判例が
ある。
a．州制定法
　カリフォルニア州では，州労働法 27）に，連邦
法が禁止する復職の救済を除いて，州内で雇用さ
れる者は移民資格に関わらず，州法に基づくすべ
ての保護，権利，救済が与えられるとの規定が置
かれている。そのため，同州では不法就労者に対
する労災補償のうち，復職可能性を前提とする職
業リハビリ給付は制限を受けうる（ただし，労働
者の移民資格は，法的責任の問題，証拠開示を含む
手続きには無関係であるとして，移民資格を尋ねな
いことを原則として許すものとしている 28））。
　なお，複数の州につき，法案レベルであるが，
雇用主が不法就労者であることを知って雇ってい
たことが立証できないかぎり，医療給付を除き，
不法就労者に対する労災補償の給付を否定する規
定を設けるなど，立法により不法就労者の給付内
容を制約しようとする動きがある（ただし，これ
まで成立した法案はみあたらない）29）。

b．裁判例
　裁判例では，不法就労者は，将来適法に就労で
きないことから，将来の雇用を促進するための給
付は適用されないとするものや，一定時期以降の
給付を認めないものがある。以下がその例であ
る 30）。

【1】Tarango� v.� State� Industrial� Insurance�
System31）（ネバダ州）
　ネバダ州の労災補償法は，対象となる被用者の
定義を「適法か違法かを問わず，明示ないし黙示
の，口頭ないし書面の合意ないし契約に基づき，
雇用主に労務提供するすべての者」としており，
就労資格の有無を問わないとしても，不法就労者
にすべての給付を与えうるか否かが問題となっ
た。
　州最高裁は，同法に基づく労災補償のうち，永
続的一部労働不能給付の支給を肯定しつつも，合
衆国内での将来の雇用を促進するための職業リハ
ビリ給付については，適法に働きうる者であった
ならば同給付が認められずに仕事に戻ることが求
められることがある一方で，不法就労者は仕事に
戻らずに同給付を受給できるとするならば，適法
な就労者を差別的に扱うこととなり，合衆国憲法
第 14 修正（法の下の平等取扱い条項）にも反する
ことになるとして，同給付に関する規定は IRCA
によって先占されると判断した 32）。

【2】Sanchez�v.�Eagle�Alloy,�Inc.33）（ミシガン州）
　本件で，原告は，被告に雇われる際に就労資格
に関する虚偽文書を提示しており，そのことを，
労災事故発生後に被告が知るところとなった。原
告のなした労災申請につき，原告が不法就労者で
あることを被告が知るまでの間の逸失賃金のみ給
付が認められたが，これに対する原告の不服申立
てに基づき，全期間の逸失賃金に対する給付が認
められ，労災補償再審査局もこれを承認したこと
から，被告が上訴した。
　州控訴裁判所は，州労災補償法の被用者の定義
には外国人が含まれており，明文上適法就労かど
うかの区別がなされていない以上，不法就労者も
被用者に含まれると解されるとした。そのうえで，
同法は，「犯罪」（crime）に関与して働くことが
できない場合には，逸失賃金の支払いを停止でき
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ると規定しており，原告が IRCA に違反して虚
偽文書を提示して雇用されていたことは，州労災
補償法のもとでの「犯罪」に当たると判断し，労
災補償再審査局が雇用主に命じた全期間に対する
逸失賃金に基づく給付の支払い命令のうち，原告
が不法就労者であると判明した時点以降の部分を
破棄した。
　（不法就労）外国人に関してどのような政策を
採用しているかが明らかでないミシガン州法のも
とで，本判決は，雇用主が不法就労の事実を知っ
た時点以降の逸失賃金に基づく給付の一部不支給
を肯定したが，このような扱いは，犯罪に関与し
た者を補償の対象から除く規定を手がかりに補償
を一部限定しているものの，不法就労の事実を雇
用主が事後的に認識した事実に着目した取扱いを
した点で，雇用主の認識は特に問題としていない
Hoffman 判決の本判決への影響は限定的なものと
いえる。
　以上みてきたとおり，不法就労者に労災補償法
の適用を認めつつも，給付の内容に制限を加える
立法の動きと裁判例がみられる。裁判例では，軽
作業に従事できる程度まで回復した段階で，雇用
主側は労働不能給付の停止を求めうると判断した
もの 34）もみられる 35）。
④　逸失賃金の算定
　次に，労働不能給付や死亡給付，損害賠償の基
礎となる逸失賃金（労災がなければ得たであろう賃
金）の算定につき，不法就労であることがいかな
る影響を及ぼしうるかをみていく。制定法でこの
点について明確にしているものはみあたらない
が，裁判例においては，不法就労者であることを
逸失賃金の額の判断要素とするものがみられ
る 36）。

【1】Balbuena�v.� IDR�Realty�LLC37）（ニューヨー
ク州）
　本件では，建設現場での転落事故で障害を負っ
た不法就労者が，建設現場の所有者及び雇用主を
相手に逸失賃金の賠償を求めた（本件は，雇用主
でない建物所有者も相手方となった州労働法に基づ
く人身損害賠償訴訟である）。
　州最高裁は，陪審は逸失賃金の算定にあたり就
労資格の有無を判断要素となしうると判示した。

すなわち，被告は，原告には就労資格がないため
将来にわたる賃金相当額の賠償を認めることは適
切ではないとの主張をなしうる一方，原告は，就
労資格を取得しえたとして合衆国国内での就労に
よって賃金を得られたであろうとの主張・立証を
することができるとした。
　本判決は，逸失賃金の算定にあたって，不法就
労者であることや合法就労への転換の可能性を判
断要素としうるとの見解を示したものである 38）。

2　失業保険法

　アメリカ合衆国における失業保険制度 39）は，
連邦法がガイドラインを定めたうえで 40），その
具体的内容は，州の失業保険法（制定法の名称は
各州さまざまであるが，本稿ではまとめて「失業保
険法」という）に規定され，州ごとに失業保険制
度が運営されている。各州は，連邦法の基準に従っ
て，受給資格，給付内容，給付期間等につき，独
自の要件を法律で定めることができる。
　また，労働者にも保険税の負担を求める一部の
州（アラスカ州，ニュージャージー州，ペンシルバ
ニア州）を除いて，雇用主のみが保険税の拠出を
求められ，保険税については，解雇の実施状況（解
雇率）を反映させるいわゆるメリット制が採られ
ている 41）。
　州が徴収した失業保険税は，連邦が管理する失
業保険信託基金の州の口座に預託されて，州の失
業給付の支給に限って用いられ，連邦失業保険税
は，州の失業保険制度の管理運営のための交付金
その他に充てられる 42）。
　州法の内容や州の制度が連邦法の示す基準に適
合していることが認定されると，州は連邦から上
記の交付金を受けることができ，雇用主は州に納
める失業保険税に応じて，連邦失業保険税の一部
控除を受けることができる。
　失業給付の受給資格については，申請者は，失
業前に一定期間以上雇用されて，賃金を支払われ
ていたことに加え，働く能力を有し（able�to�
work），就労可能であり（available� for�work），実
際に求職活動をしていること（actively�seeking�
work）が求められるのが一般である。これに対
し，正当事由のない自主退職や，職務上の非違行
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為に基づく解雇，および，失業期間中の適格な就
職の拒否は，欠格事由となる 43）。
　（1）合法就労者
①　連邦法の規制
a．1976 年法・1977 年法に基づく受給資格の範囲
　アメリカ合衆国では，増大する不法移民問題を
背景に，不法移民に対する失業保険の支給の是非
が連邦議会で問題となった。そこで，連邦議会は，
失業保険制度から不法移民を排除するため，連邦
法である 1976 年失業補償修正法（Unemployment�
Compensation�Amendments�of�1976）（以下，「1976
年法」という）を成立させ，失業保険を受給でき
る外国人の範囲を，①合法永住者，及び，②法の
もとで永続的滞在を認められる者（たとえば，難
民，庇護者（asylum）などが該当する）に限定し
た 44）。同規定により，不法就労者と一時的滞在
を目的とする非移民は，失業保険の受給から排除
されることとなったが，その後，1977 年緊急失
業 補 償 拡 張 法（Emergency�Unemployment�Com-
pensation�Extension�Act�of�1977）（以下，「1977 年法」
という）により，③「合法的に労務を提供しうる
合法的滞在外国人」に対し，失業保険の受給が認
められた 45）。
　1976 年法及び 1977 年法は，連邦失業税法の改
正法と位置付けられており，受給資格をもつ外国
人が上記の 3 つのカテゴリーに限定されているこ
とは，連邦労働長官が州の失業保険法が連邦失業
税法に適合していることを認定する際の要件の一
つとなっている 46）。この要件については，州の
失業保険法で 3 つのカテゴリーすべてを含まなけ
ればならないものではないとされる一方，州法に
よって適格性のある外国人の範囲を拡大してはな
らないと解されている 47）48）。
　また，1977 年法の「合法的に労務を提供しう
る合法的滞在外国人」の文言については，連邦労
働省は，「就労許可を受けているすべての外国人」
と解しており，この解釈によれば，就労資格を有
する一定の非移民は，失業保険を受給できること
となるが，同解釈によらずにより限定的にとらえ
ようとする州もある 49）。
b．1996 年法による連邦の公的給付の制限
　クリントン政権下で成立した 1996 年個人責任

及び雇用機会調和法（Personal�Responsibility�and�
Work�Opportunity�Reconciliation�Act� of� 1996：
PRWORA）（以下，「1996 年法」という）によって，
緊急医療等を除き，同法が規定する適格性のある
外国人（qualified�alien）50）以外の外国人は，原則
として連邦の公的給付（federal�public�benefit）を
受ける資格がないと規定された 51）。同法にいう
適格性のある外国人とは，合法永住者や，難民，
庇護者などをいう 52）。したがって，同法のもと
では，不法就労者のみならず，合法就労者であっ
ても，一時的滞在を目的とする非移民は，外国と
の互恵条約によって給付を約束している場合など
を除き，原則として，以下の連邦の公的給付を受
ける適格性をもたないことになる。
　この連邦の公的給付には，老齢，福祉，健康，
障 害， 住 宅 扶 助， 中 等 後 教 育（postsecondary�
education），給食（food�assistance）等に係る給付
のほか，失業給付も含まれている 53）。
　失業保険については，上述のとおり，不法就労
者は，1976 年法によってすでに失業保険から排
除されているので，1996 年法の影響を受けるの
は，主に 1977 年法によって受給資格を認められ
た，就労資格を有する非移民ということとなる。
　他方，同法は，上記の連邦と同様の範囲の州ま
たは他の地方自治体の公的給付については，上記
適格性のある外国人及び移

・

民
・

法
・

上
・

の
・

非
・

移
・

民
・

以外の
外国人は受給資格を持たないと規定しており 54），
州の失業保険給付については非移民を排除しては
いないものの，州がその受給資格の範囲を策定す
ることを認めている。連邦と州の共同のプログラ
ムの場合，非移民に対しては連邦からの補助がな
いので，同法施行以前のプログラムを州が維持す
る場合には，州はその部分を独自に予算措置しな
ければならない 55）。
　しかし，在留期間に制限がある非移民について，
各州で実際にどの程度失業保険を受給できている
かの実態は必ずしも明らかにはされていない（非
移民は失業すると原則として移民法上の就労資格を
維持することが困難になるので 56），アメリカ合衆国
に留まって失業給付を受給する例，特に係争事例は
あまりないのではないかと推測される）。
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　（2）不法就労者
　上記のとおり，1976 年法によって，不法就労
者は連邦法の規定により失業保険から排除されて
いる。ただし，1976 年法のもとで「法のもとで
永続的滞在を認められる者」として，当初，不法
な入国をしていたとしても，のちに庇護者など適
格性のある外国人として認められた場合には，失
業保険受給の余地がわずかながら残されている。
　州の失業保険法をみると，上述の連邦法（1976
年法）による規制もあり，不法就労者に対する失
業給付を明文化したものは見当たらず 57），現在
の州法で不法就労者を対象に失業給付を行ってい
る州はない。むしろ，州の失業保険法上も，不法
就労者は，保険給付の要件とされる就労可能性

（available�for�work）を欠くことから，受給資格を
認められていないようである。
　裁判例をみると，1976 年法以前の判決として，
以下のものがある。

【1】Alonso�v.�State58）（カリフォルニア州）
　原告は，失業給付の申請手続きにおいて，自ら
が外国人であることは認めつつも，本人の入国が
合法であったかどうかは，就労可能性がある

（available�for�work）ことと無関係であると主張し
て，合衆国での移民資格を明らかにすることを拒
否したことから，失業給付の申請が却下された。
これに対する再審査においても同人には失業保険
法に基づく就労可能性がないものとされたため，
同決定の取消を求めて訴えを提起した。そこで本
件では，州雇用局は，失業給付の判断に当たり，
申請者に移民法上の資格を有することの立証を求
めうるかが争点となった。
　州控訴裁判所は，同州の失業保険法は，失業給
付の受給要件として就労可能性を求めているが，
この就労可能性には，適法に就労しうる可能性

（legal�availability）も含まれており，それを判断
するために，本人の移民資格を尋ねることは必要
であるなどとして，申請者が外国人である場合に，
移民当局によって滞在が認められているかどうか
の立証を本人にさせることは適法であると判断し
た。そのうえで，カリフォルニア州が失業保険制
度について連邦の補助を受けるためには，連邦法
の要求に適合する必要があり，連邦法上の適格性

（eligibility）を維持するために，州雇用局が移民
資格を尋ね，不法移民の失業給付を否定したこと
は適法であるとした。さらに，膨大な不法移民の
流入は，カリフォルニア州民の安定した生活に対
する破滅的影響をもたらすおそれがあるなどとし
て，原告の主張を排斥した。

Ⅳ　ま と め

　まず，アメリカの労災補償法は，多くの州にお
いて，合衆国市民か外国人かを問わず，また移民
法上の就労資格の有無を問わず，適用が認められ
ている。もっとも，一部の州では，制定法や裁判
例上，不法就労者への適用を否定したり，将来の
就労にかかわる給付など給付の内容に応じて救済
の可否を決することがあり，また逸失賃金の算定
にあたって不法就労者であることを考慮するもの
があり，NLRA に関する判例である Hoffman 判
決の影響もうかがわれる。
　他方，アメリカの失業保険制度のもとでは，不
法就労者は，連邦法が定めるガイドラインに基づ
き，州法による失業給付の受給が認められないの
が一般である。合法就労者については，1977 年
法で適格性が認められた就労資格のある一定の非
移民に対し，1996 年法が連邦からの給付の対象
から除外しているが，州法に基づく給付に関して
は，州の裁量が認められている。財政難を背景に
州が給付対象となりうる外国人の範囲を狭めよう
とする傾向があるなか，この点については，各州
の今後の動きを見守っていく必要がある。
　アメリカの労災補償と失業保険とでこのような
差異が生じる理由を考えてみると，労災補償と失
業保険は，労災や失業のために労働者が働くこと
ができなくなることに対し，保険制度でそのリス
クをカバーする点で共通している点もあるが，労
災補償は，第一義的には，過去に発生した労災事
故による労働能力の一部ないし全部の喪失に対す
る補償を目的としており，将来に向けた就労可能
性があることを前提としていないのに対し，失業
保険は，失業状態の認定に当たり将来に向けた求
職活動を要求し，将来に向けた就労可能性がある
ことを要求している点で違いがあると考える 59）
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（ただし，労災補償のうち，職業リハビリ給付は，将
来の就労を促進するための給付であることから，就
労可能性の有無が問題になるといえ，不法就労者に
ついて給付を制約する例があるのはそのことの反映
であると考えられる）。
　また，不法就労者に労災補償法を適用しないと
すると，雇用主が不法就労者を雇用しようとする
インセンティブが高まるものと考えられるが，労
災補償法を不法就労者にも適用することは，その
ような雇用主側のインセンティブを抑制すること
になる（ただし，職業リハビリ給付に制限を加える
ことは，将来の不法就労を抑制する機能を持ちうる
ものであり，移民法政策にも適合的である）。
　以上のように，アメリカ合衆国の労災補償制度
と失業保険制度においては，制度ないし給付の種
類と機能に応じて，移民法政策を考慮しながら，
外国人（とくに不法就労者）への適用を具体的に
考えていくアプローチが取られているということ
ができる。
　そこで，わが国の制度をみると，まず，わが国
においては，労災保険法は適法就労者のみならず
不法就労者にも適用されると解されている。一方，
不法行為や安全配慮義務違反に基づく損害賠償請
求については，逸失利益の算定において不法就労
の事実が考慮されているものの 60），不法就労の
抑制という入管法政策が明確に考慮されていると
はいいにくい 61）。雇用保険法上の失業等給付に
ついては，運用上不法就労者には適用されていな
いとみられるものの，理論的な検討は詰められて
いない状況にある 62）。
　そのため，上記のようなアメリカ法のアプロー
チは，わが国にとっても参考になると思われる。
ただし，その際には，日米の制度や背景の違いを
考慮にいれる必要があろう。
　たとえば，わが国の労災保険法における保険給
付には，将来の就労促進を明示的に目的としたも
のは見当たらない（労災保険給付そのものではない
が，労災保険制度のなかで実施されている社会復帰
促進等事業の一部は，就労促進という政策目的を有
するといえそうである 63））。
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